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岩手医科大学大学院薬学研究科の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由 

 

ア．設置の趣旨及び必要性 

（a）教育研究上の理念、目的 

 岩手医科大学は、医学部・歯学部・薬学部の 3 学部からなる医療系総合大学

である。医学部・歯学部は創立 82 年を迎えた現在までに 1 万人を超える医師、

歯科医師を世に送り出し、岩手県のみならず東北・北海道地域の医療に貢献し

ている。また大学院医学研究科、歯学研究科においては、世界をリードする先

端的生命科学研究者、高度な医学知識・医療技術と倫理観を併せもつ医療人、

医学教育者を育成してきた。現在までに 1,000名を超える学位取得者を輩出し、

先端医療の研究、開発と実践に先導的役割を担っている。 

このような環境の下、岩手医科大学薬学部は平成 19 年度に開設された。これ

まで建学の精神である「誠の人間の育成」に重点を置きつつ、薬学の専門的な

知識と方法論、さらに技術を習得した深い教養と豊かな人間性を持つ人材を育

成する学部教育を行ってきた。平成 25 年 3 月には初めての卒業生を送り出す予

定である。 

 東北地方では5つの薬学部と1つの薬科大学が薬学教育と薬剤師養成に努めて

いる。これに対して薬学の教育・研究拠点となる薬学系大学院は,宮城県内の東

北大学と東北薬科大学に設置されているだけである。医療をとりまく環境が大

きく変わろうとしている今、東北地方においては薬学研究の環境と成果発信の

体制が不十分なのが現状である。 

 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程）の教育研究上の理念、目的 

科学技術の発達が著しい現代においても、がん、生活習慣病、感染症、遺伝

病等への対応は未だ不十分である。現代の医療には、分子標的薬に代表される

新たな創薬、患者の DNA 多型に応じた個別化医療、iPS 細胞に代表される再生

医療などの最新医療を推進し、人類の健康に貢献することが求められている。

こうした背景から、6 年制薬学部教育においては医療人として質の高い薬剤師の

養成を主とした目的としており、文部科学省の報告にも『医療の現場における

臨床的な課題を対象とする研究領域を中心とした高度な専門性や優れた研究能

力を有する薬剤師などの養成に重点を置いた臨床薬学・医療薬学に関する教育

研究を行うこと』と明示されている。 
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本学薬学部は、薬学の基礎から専門を学ぶ1～4年次で十分な教育成果を上げ

ており、5年次の病院・薬局の実務実習も岩手県薬剤師会・岩手県病院薬剤師会

の全面的な協力により順調に実施されている。その成果は実務実習報告会で全

員が発表を行い、5～6年次における卒業研究でもこれらの経験を生かした教育

を行っている。また、研究面においても薬学部創設から現在まで多くの業績が

生み出され、国内外に評価されている。 

6年制薬学部を卒業して薬剤師免許を取得した者を、さらに研究能力を備えた

人材として養成することは、医療薬学専攻（4年制博士課程）の果たすべき責務

としてきわめて重い。医療分野でリーダーとなる人材の養成は、大学と医療の

現場いずれにおいても緊急の課題であり、日本国内に限らず国際的にも求めら

れている。 

以上の実施のためには医学・歯学との密接な協力体制のもとで活躍する薬剤

師や研究者、教育者が必要となるが、これらを送りだす教育機関としては医療

系総合大学である本学が適任である。 

したがって本学の6年制薬学部における教育・研究を基盤に大学院薬学研究科

を設置することは、単に薬学の教育・研究拠点を創設するにとどまらず、医療

系総合大学である岩手医科大学としての独自の視点から総合的でバランスのと

れた医療薬学の教育・研究の拠点を構築することとなる。 

以上の理由により、6年制薬学部を基盤とし、医療薬学と生命薬学を中心とす

る大学院薬学研究科医療薬学専攻（4年制博士課程）を設置する（資料1、資料2）。 

なお、医療薬学専攻（4 年制博士課程）の定員は 1 学年 3 名とし、教育・研

究はすべて本学薬学部と同じ矢巾キャンパス（岩手県紫波郡矢巾町西徳田

2-1-1）で行う。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程）の教育研究上の理念、目的 

 21世紀に入ってもなお、がん、成人病、感染症、遺伝病など、未解決の疾病

に対して新しい薬が必要とされており、日本は高度な創薬科学の研究を効果的

に進め、製薬工業に貢献することが求められている。したがって、4年制薬学部

をはじめとする理系学部出身者を創薬科学研究の場に投入することは時代の要

請である。 

 また、現在の病院や薬局で勤務する薬剤師は、その多くが6年制薬学部の実務

実習を担当している。既に社会で活躍している薬剤師を2年制修士課程に迎え、
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薬剤師の学問的な資質、特に臨床における創薬科学の能力向上を目指し最新の

知識を身につけた実務教育者として養成することも急務である。さらに、地域

医療の担い手としての現役薬剤師が、最新の薬学知識を習得する場を提供し続

けることも必要である。 

本学薬学部は開設時より優れた研究者を教員としており、創薬科学を教育す

る十分な素地を持っている。そこで、大学院薬学研究科においては4年制大学の

理系学部出身者、既に社会で活躍している薬剤師を広く受け入れるため、医療

薬学専攻に加え、大学院薬学研究科薬科学専攻（2年制修士課程）を設置する（資

料1）。 

なお、薬科学専攻（2 年制修士課程）の定員は 1 学年 3 名とし、教育・研究

はすべて本学薬学部、医療薬学専攻（4 年制博士課程）と同じ矢巾キャンパスで

行う。 

 

（b）育成する人材像 

 平成 17 年に出された「我が国の高等教育の将来像」に関する中央教育審議会

答申では、新しい時代における大学院教育は、期待される役割・機能を十分に

踏まえた教育・研究を展開するとともに、各大学院が個性・特色を一層明確に

することが求められている。これを踏まえて、本学の建学の精神である「誠の

人間の育成」の理念に基づいて、生命の尊厳を重視する深い教養と豊かな人間

性の涵養を重視した大学院教育を行うとともに、新しい時代の高度な医療の要

求に対応し、東北地方のみならず全国、そして国際社会に貢献できる研究成果

を発信できる優れた薬剤師や研究者、教育者を育成することを目指す。 

 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

 医療薬学専攻にあっては、国際的な視野に立って自立して研究活動を行うに

足る高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とし、医

療薬学と医療の発展に貢献する臨床薬剤師、医薬品開発研究者及び生命薬学研

究者、そして薬学教育者を育成する。 

本学薬学部では、「総合的な視野から問題発見と解決の能力を持ち、実践を重

視した専門的な知識と技術を修得した人材」の育成を目標としてきた。医療薬

学専攻においては、6 年制薬学教育で育まれた人材、理系大学院修了者を中心に

教育し、臨床薬学・医療薬学、創薬研究、薬学教育においてリーダーとなる人
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材、即ち臨床の中から課題を見つけ、医療の発展に貢献する成果を上げる臨床

薬剤師、研究者、教育者を輩出していく。 

医療薬学専攻の目指している人材育成を可能とするため、医療薬学専攻には

専攻名と同じ名称を付した医療薬学コースとして、分子病態解析学、分子薬効

解析学、薬物療法解析学の 3 分野、加えて生命薬学コースとして、創薬基盤薬

学、生命機能科学の 2 分野を置く。（資料 7）。各コースは相互に補完しつつ下記

【１】～【４】の人材を育成する。 

 

【１】科学的な視野に立ち、臨床の場においてリーダーとなれる薬剤師の育成 

 現代のチーム医療の中核を担える高度な専門知識を持った臨床薬剤師の必要

性は、東日本大震災における災害医療においても明らかとなった。そこで、薬

物治療における高度な知識、技能、態度を修得した臨床薬剤師を育成するため

のカリキュラムを導入し、医療薬学コースの分子病態解析学、分子薬効解析学、

薬物療法解析学の各分野において教育・研究を行う（資料 7、資料 8、資料 9）。

これによって、臨床の場においてリーダーとなれる人材、さらには高度な専門

知識を持った臨床薬剤師を教育することのできる人材の育成を目指すとともに

がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師などの専門薬剤師認定資格取得に向けた

学術基盤を構築する。 

 

【２】臨床におけるニーズを理解した医薬品開発研究者の育成 

 医薬品の開発においてはリード化合物の探索、医薬分子の構造設計、有機分

子と生体分子との相互作用、天然物由来の医薬品およびリード化合物、分子標

的薬などの物理化学、有機化学、天然物化学、医薬品化学に関する知識、研究

手法が必要なのは言うまでもない。これに加え、これらの知識、研究技術を有

効に活用するためには、臨床での医薬品に対する要求についても理解すること

が重要となる。生命薬学コースの創薬基盤薬学分野において物理化学、有機化

学、天然物化学、医薬品化学に関する教育・研究を行うとともに、医療薬学コ

ースにおける講義で（資料 7、資料 8、資料 9）、臨床におけるニーズを理解した

医薬品開発研究者の育成を目指す。 
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【３】新規医薬品、新規治療法の開発に向けたシーズを提供できる生命薬学研 

究者の育成 

 生命薬学コースの生命機能科学分野においては、生体高分子の構造、酵素反

応、分子遺伝学、遺伝子の解析、生体膜の輸送の分子機構などに関する教育・

研究を行うことで、生命薬学研究者としての基礎を構築する（資料 7、資料 8、

資料 9）。さらに医療薬学コースにおける講義で医療分野における生命薬学の重

要性を認識し、新規医薬品、新規治療法の開発に向けたシーズを提供できる人

材の育成を目指す。 

 

【４】6年制薬学部、大学院薬学研究科、臨床の場における薬学教育者の育成 

 後述するように、6 年制薬学部と薬学研究科を支える教育者は、新設する薬学

研究科で育てるのが望ましい。高度な専門知識と技能を備えた臨床薬剤師、医

薬品開発研究者、生命薬学研究者、これらを教育することのできる人材育成を

目指す。さらには実務実習に関する教育ができる人材育成を目指す。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

薬科学専攻にあっては、国際的な視野に立って精深な学識を授け、専攻分野

における研究能力を養うことを目的とし、医療研究に貢献する生命薬学の知識

を有した人材及び研究的視点を持った薬剤師を育成する。 

 

【１】薬学関連業界の幅広い領域で活躍できる人材 

 厚生労働省「平成 22 年（2010 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」に

よれば、医薬品関連企業に従事している届出薬剤師は約 47,000 人であり、700

社を超えるとされる国内の医薬品関連企業の多くは薬剤師免許を所持しない人

材に支えられているのが実情である。つまり製薬企業における MR（製薬会社

の医薬情報担当者）や医薬品開発担当者、医薬品開発業務受託機関におけるモ

ニター、治験施設支援機関における治験コーディネーターなど、薬学関連業界

を構成する人材が、必ずしも薬学に関する十分な知識を備えているとは限らな

いのである。また、製薬関連企業等における製剤技術者の場合、医薬品の生産

管理の確保に関して中心的な役割を担う製剤技術は、薬学のみならず理学・工

学が集約されたものであり、薬学以外の分野の基礎学問を修得した学生でも、

薬科学専攻のカリキュラムを修了することにより十分に製薬工業に貢献できる
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人材になり得る。以上のように、薬学関連業界全体の活性化のため、薬学の基

礎である創薬科学の知識を習得して、幅広い領域で活躍できる人材を養成する。 

 

【２】最新の知識を身につけた薬剤師 

前述の「平成 22 年（2010 年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」におい

て、平成 22 年 12 月 31 日現在における全国の届出「薬剤師数」は約 276,000

人である。このうち 18.8％が病院・診療所での従事者であり、52.7％が薬局の

従事者である。これからの薬剤師界は、6 年制薬学部を卒業した薬剤師によって

活性化される一方、現に活躍している薬剤師によって牽引されていくことが望

ましい。十分な実務経験の上に、薬学に関する最新の知識をバランスよく修得

することで、薬剤師界の発展に寄与する人材を養成する。 

 

（c）岩手県内からの薬学研究科のニーズと、修了者の進路 

【岩手県内からの薬学研究科のニーズ】 

大学院薬学研究科設置を計画するに先立ち、平成 23 年 8 月に本学薬学部 1～

5 学年の学生と、岩手県内の病院・薬局に勤務する薬剤師にアンケート調査を行

った（資料 3、資料 4）。薬学部在学生においては第 5 学年の有効回答 115 名中

8 名が明確に本学薬学研究科への入学の意思を示しており（資料 3・問 2）、県内

の薬剤師においては本学薬学研究科に興味を持つ薬剤師 261 名中 25 名が退職・

休職のうえ薬学研究科に入学したいと回答している（資料 4・問 3）。これらの

アンケート結果からも、将来にわたり薬学研究科の入学定員は十分に充足する

ものと見込んでいる。 

 また、前述の薬剤師に対するアンケート結果の分析と、岩手県内の薬剤師が

本学薬学研究科に期待することについて、岩手県薬剤師会・岩手県病院薬剤師

会に意見を求め、資料 5 にまとめた。そこから浮かび上がってくるのは、現場

で働く薬剤師の抱く危機感であり、生き残り戦略の模索である。大きく変動し

ていく薬業界で生き残るために、スキルアップを図りたいというのは自然な流

れである。少なくとも今後 30 数年は従来の薬剤師と新制度薬剤師が業界を形成

することとなるため、最新の知識と手法を教授する薬学研究科を設置すること

は北東北の薬剤師界にとって必ずやプラスとなることだろう。 
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【キャリア支援センターのバックアップ体制】 

 現在、本学のキャリア支援センター（センター長ほか委員・顧問・事務等 11

名）は薬学部学生を中心とした就職活動のサポートに注力しており、社会人と

してのマナーや協調性、コミュニケーション力を育むよう、講演会やガイダン

スを開催するとともに、インターンシップを実施している。また、公的就職斡

旋機関（ハローワーク等）と提携することによって学内でジョブサポーターに

よる面談を常時行える体制を整えており、岩手県とは「ジョブカフェいわて」

と連携し岩手県内での就職情報の収集に努めている。 

 特に平成 23 年 12 月 9～10 日に行った企業研究セミナーにおいては 119 社が

来学し、薬学部学生は大手製薬企業から総合病院、CRO（受託臨床試験機関）・

SMO（治験実施施設管理機関）、官公庁など多岐にわたる業態について学ぶこと

が出来た（資料 6）。参加企業には大学院修了者の採用実績がある企業も多いた

め、大学院生についても一年次から企業研究セミナーへの積極的な出席を呼び

かけていく。大学院生にとっては自らの能力を企業にアピールする場として、

企業にとっては通常の就職活動のみでは見つけることのできない人材発掘の場

として活用することとなる。これらのマーケティング活動により、県内におけ

る薬学研究科のニーズを着実に醸成するものとする。大学側が提示する教育理

念のみならず、在籍する大学院生の情報が企業側に伝わって初めて市場は形成

されていく。大学院修了者が活躍できる場を開拓するため、薬学研究科におい

ては 4 年制博士課程・2 年制修士課程いずれにおいても本学のキャリア支援セン

ターを活用し、大学院生と就職先とのマッチングを図っていく。 

 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 修了者の進路 

医療薬学専攻（4 年制博士課程）については、病院薬剤師、公的研究機関・製

薬関連企業等の研究職、大学教員などを修了者の進路として想定している。 

 

【修了者の進路 １】各種拠点病院の薬剤師 

薬学研究科を設置する大きな目的は、医師とともにチーム医療を行い、臨床

から提起される新しい問題を共同研究できる人材を養成し、未来の医療に貢献

することである。すなわち、がん専門薬剤師、感染症専門薬剤師などの立場か

ら知識を提供するだけでなく、それぞれの専門的知識に基づいて問題を発見し、

解決する能力をもった薬剤師の輩出である。岩手県を中心に東北地方全体の薬
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剤師レベルを高め、医療の進展に貢献することを目指している。 

資料 5 に示されるように、岩手県内の薬剤師会からも、高い問題解決能力を

持った薬剤師の誕生が望まれている。たとえば、本学で雇用している薬剤師は

現在 54 名であるが、将来的には薬剤師の病棟配置等も考えられ、チーム医療の

中で専門性をもった薬剤師のニーズは高まっていく。特に各種拠点病院では博

士課程を修了して専門知識を有する薬剤師は必要とされる。 

 

【修了者の進路 ２】公的研究機関、製薬関連企業等の研究者 

医療薬学専攻においては、多様化する企業の要求のなかで、研究所や生産現

場で問題を発見し解決する能力を培っていく。 

特に医薬品医療機器総合機構（PMDA）の業務に代表される臨床研究分野に

おいては、医療薬学専攻の育成する人材は適任である。医薬品等の承認審査、

医薬品の安全性情報の調査・分析・評価、薬剤疫学的手法等を用いた医薬品等

の安全性にかかる調査・分析・評価、医薬品等のガイドラインの国際調和業務

など、薬学関連業界が多々取り組んでいかなければならない課題に、医療薬学

専攻の修了者は力を発揮してくれるだろう。 

 

【修了者の進路 ３】大学教員 

 全国の薬学部をみると、専任教員が充足しているとは言い難く、薬学部・薬

学系大学院出身者が教育研究にあたるのが望ましい基礎薬学分野において、理

系大学院出身者を登用している例も多い。また、医歯薬獣医学系大学院におい

ても薬理学や生理学など基礎分野に進む学生は少なく、本学の医学研究科にお

いても臨床系に比べ基礎系の在学生は 5 分の 1 ほどである。 

 したがって、本学薬学研究科の出身者が医歯薬獣医学の基礎分野で活躍でき

る余地は十分にあると考えられる。 

 また、文部科学省「新制度の薬学部及び大学院における研究・教育等の状況

に関するフォローアップワーキング・グループ」での意見にもあるように、臨

床系科目の教員不足は薬学部の多くが実感していることだろう。本学は 6 年制

薬学部の卒業生を輩出するだけでなく、次代を担う薬学教育者を自身の手で育

てていくのが望ましい。 

 本学薬学部では現在 65 名の専任教員が在籍しているが、平成 35 年度までに

16 名の教授・准教授が定年を迎えるため、中堅層のボトムアップと同時に次代
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を担う若手の教育研究者を確保することが、安定した薬学部及び薬学研究科の

運営には必要である。将来的な専任教員の雇用対象として、本学の薬学研究科

修了者は第一候補に挙げられるだけでなく、他大学院の出身教員と切磋琢磨し、

本学の将来を担ってくれることが望ましい。 

 また、岩手県内には盛岡大学栄養学部、岩手県立大学看護学部、岩手看護短

期大学、さらには岩手大学農学部・工学部など、薬学研究科の修了者が活躍で

きる場は数多くある。特に本学、岩手大学、岩手県立大学、富士大学、盛岡大

学は、いわて高等教育コンソーシアムを形成しており、教育研究と人材に関す

る情報を共有しているため、修了者の進路についても協力が得られるだろう。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 修了者の進路 

 薬科学専攻（2 年制修士課程）については、製薬関連企業等（MR、製剤技術

者、CRO（受託臨床試験機関）・SMO（治験実施施設管理機関）等）、病院薬剤

師、薬局薬剤師などを修了者の進路として想定している。 

 

【修了者の進路 １】製薬関連企業等の各職種 

現時点の就職情報誌を見ても、薬学部生向けと薬系大学院生向けは似通った

内容であり、求人内容も研究・開発・MR 等とほぼ同じ状況である。2 年制修士

課程の修了者については学部卒業者とニーズが重なる点も多いことから、前述

した大学主催のセミナー等は効果的である。 

 MR や製薬関連企業の工場・研究所における製剤技術者など、必ずしも薬剤

師免許を必要としない職種も募集があるため、6 年制薬学部生と比肩できる競争

力＝実験技術やデータ解析能力など研究者としての基礎はもちろんのこと、医

療研究に貢献する生命薬学の知識を備えた修了者は、薬学関連業界の幅広い領

域で活躍できる。CRO・SMO など、今後発展が予想される業界においても、薬

科学専攻の修了者は大きなアドバンテージを持つだろう。 

 

【修了者の進路 ２】一般病院、薬局の薬剤師 

 地域の拠点病院のみならず、一般の病院・薬局においても実務実習の受入は

恒常的であるため、エビデンスに基づく問題解決が出来る薬剤師は指導者とし

て重用される。さらに薬局は科学的根拠に基づく患者への服薬指導など、医薬

分業の中心を担う場でもあり、薬剤師免許を持った修了者の就職先として十分
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なニーズが続いていくだろう。 

また、社会人として入学した薬剤師については、現在の職場で仕事を続ける

という選択肢に加え、キャリア支援センターにより病院・薬局をはじめとする

新たな就職先を探すことも可能である。 

 

 

イ．修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か。 

 今回の大学院薬学研究科の設置においては、医療薬学専攻（4 年制博士課程）

と薬科学専攻（2 年制修士課程）の設置を計画している。2 年制修士課程の上に

置かれる 3 年制博士後期課程の設置は予定していない。 

 

 

ウ．研究科、専攻等の名称及び学位の呼称 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

 4 年制博士課程の名称は薬学研究科医療薬学専攻（Ph.D. Course of 

Pharmaceutical and Health Sciences, Graduate School of Pharmaceutical 

Sciences、Iwate Medical University）とする。本課程修了者に付与する学位は

「博士（薬学）」（Doctor of Philosophy (Ph. D.) in Pharmaceutical and Health 

Sciences）とする。 

薬剤師法第 1 条（薬剤師の任務）には「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その

他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与しもつ

て国民の健康な生活を確保するものとする。」とある。ここに示されているよう

に、薬剤師には第一義的な任務として「国民の健康な生活を確保する」ことが

求められており、国民に健康を保つよう指導していく責務を担っている。 

また、本学大学院薬学研究科は医学部・歯学部・薬学部からなる医療系総合

大学を基盤とした大学院でもある。そこで、医療薬学専攻においてはこの責務

を果たすべく、疾病の病態解明、治療についての教育・研究を行い、広く人類

の健康に貢献する。この目的が明らかとなるよう、医療薬学専攻における学位

の英語名称を「Ph.d in Pharmaceutical and Health Sciences」とした。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

 2 年制修士課程の名称は薬学研究科薬科学専攻（Master’s Course of 

Pharmaceutical Sciences, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, 
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Iwate Medical University）とする。本課程修了者に付与する学位は「修士（薬

科学）」（Master of Science in Pharmaceutical Sciences）とする。 

 

 

エ．教育課程の編成の考え方及び特色 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

医療薬学専攻では医療薬学コースと生命薬学コースを設け、入学者はいずれ

かのコースを選択する（資料8）。入学者は選択したコースの教員と相談して指

導教員を決定する。 

医療薬学コースは分子病態解析学分野、分子薬効解析学分野、薬物療法解析

学分野の3分野からなる。それぞれ病態医化学特論、薬物トランスポーター学特

論、がん薬物療法学特論などの授業を行い、主として高度な専門知識を持ち、

研究者的思考のできる臨床薬剤師、臨床におけるニーズを理解した研究者を養

成する。 

生命薬学コースは創薬基盤化学分野、生命機能科学分野の2分野からなる。薬

品構造生物化学特論、創薬有機化学特論、生命分子化学特論、遺伝子機能解析

学特論などの授業を行い、主として医薬品開発研究者、生命薬学研究者を養成

する。 

 いずれのコースも、研究指導科目である医療薬学特別研究と生命薬学特別研

究のいずれかを選択必修し、それぞれの分野で研究テーマを決定する。また、

医療薬学コース選択者は分子病態解析学セミナー、分子薬効解析学セミナー、

薬物療法解析学セミナーのうちから1科目を、生命薬学コース選択者は創薬基盤

薬学セミナーと生命機能科学セミナーのいずれかを選択履修する。指導教員は

学生がどの科目を選択すべきかを助言し、研究を行うのに充分な知識の修得を

サポートする。 

 がん専門薬剤師、感染制御専門薬剤師などの専門薬剤師資格の取得を目指す

学生の履修科目については、がん薬物療法学特論、分子腫瘍学特論、炎症再生

医学特論など、大学院在学中にそれぞれの専門薬剤師に必要な学術基盤を構築

できるように科目の選択を指導する。また、専門薬剤師資格取得に向けて、学

術論文の執筆ができるように指導する（資料9の履修モデルを参照）。 

 各大学院生の研究成果は学術論文や学会での発表を積極的に行うように指導

し、加えて医療薬学専攻では国際薬学連合年会、国際生化学分子生物学学会、
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国際薬理・臨床薬理学会、国際糖尿病学会、ゴードン会議などの国際学会に出

席し研究発表をすること、英文原著論文を Journal of Clinical Pharmacy and 

Therapeutics、Journal of Biological Chemistry、Journal of Medical Chemistry、

Journal of Physiology、Journal of Clinical Investigation、Diabetes などの国

際誌に発表することを奨励し、国際的に活躍する薬学研究者を育成していく。                

特に国際的な視野に関しては、各セミナーや研究指導科目である特別研究の

各科目とあわせ、共通科目の講義科目である「国際研究活動特論」により、国

際的な医療活動・研究活動を進めるにあたってのビジョンを構築できる能力の

習得を目標とする。 

 

【医療関連施設との連携】 

各分野はトランスレーショナルリサーチと臨床からのフィードバックにより

相互に連携する。医療現場における実際の症例や薬剤師としての業務は、医療

系大学院での教育・研究における重要な題材である。医療薬学専攻では医歯薬

研究科がそろう医療系総合大学としての特徴を生かし、本学附属病院で行われ

ている診断、治療、薬剤師業務等における課題を、教育・研究に積極的に取り

入れる。また、医療薬学専攻の教育には、本学附属病院で活躍している医学部、

歯学部の教員に兼担講師として参加してもらう。加えて大学院生を医学部、歯

学部の関連講座との共同研究・学際的な研究に意欲的に参加させる。薬剤師免

許を持たない大学院生についても、附属病院から得られる患者サンプルの各種

分析やデータ解析等の面から積極的なアプローチが期待される。 

また岩手県薬剤師会・岩手県病院薬剤師会、関連企業とは薬剤疫学的調査や

共同研究、相互研修が予定されており、積極的に東北の薬業界の発展に寄与し

ていく。 

以下に医療関連施設との連携例を示すが、これらは教育課程に組み込まれた取

組ではなく、各教員単位（研究指導教員と指導を受ける学生単位）の連携とな

る。 
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【本学附属病院、岩手県内の薬剤師会との連携例】 

【他学部関連講座との共同研究】

研究テーマ例：インスリン産生膵β細胞増殖因子REGファミリー蛋白質に対する自己抗体
と糖尿病の発症・進展との関連

・糖尿病患者血清
・患者データ

・ REGファミリー蛋白質に対する自己抗体の検出
・自己抗体陽性患者の医療情報の統計的解析

解析データ
臨床へのフィードバック ・治療方針の決定

・予後の予測

薬学部
臨床医化学講座

医学部内科学講座
糖尿病・代謝内科分野

学位論文作成

研究テーマ例：乳酸菌局所投与による頭頸部扁平上皮癌細胞の増殖抑制効果

増殖抑制効果の解析

インターロイキン２産生
組換え乳酸菌の作製

薬学部
臨床医化学講座

医学部
頭頸部外科学講座

学位論文作成

・ヌードマウスへの頭頸部扁平上皮癌細胞移植
・移植部位への乳酸菌投与

サイトカイン等の測定

治療への応用

解析データ
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【薬剤師会，病院薬剤師会とのコラボレート】

薬剤疫学的調査研究
患者データ
使用薬剤とその効果・影響

臨床へのフィードバック

岩手県薬剤師会
岩手県病院薬剤師会

研究成果の発表

岩手医科大学大学院
薬学研究科

データの統計的解析

・未知の副作用の発見
・有害事象を起こした症例の蓄積
・治療効果の評価
・長期予後の評価
・費用対効果の解析

大学院生，教員
調剤薬局薬剤師
病院薬剤師

相互研修

 

本学では学部間の交流は常に行われており、薬学研究科が置かれる矢巾キャ

ンパスでは、矢巾キャンパスに勤務する医学部・歯学部・薬学部の教授が一同

に会する「矢巾キャンパス教授連絡会議」が月一回定例で開催されている。同

会議では基礎から専門、臨床領域に至るまで、教育・研究の連携推進に関し活

発に意見交換がなされており、研究施設・設備・機器等の効率的な運用や共同

利用等についても協議されている。個々の研究の取りまとめ・調整については

教員間で行われるが、連携に至るまでの体制は「矢巾キャンパス教授連絡会議」

で整えられていく。 

また、岩手県薬剤師会、岩手県病院薬剤師会とは認定実務実習指導薬剤師養

成ワークショップや薬学共用試験 OSCE の外部評価者等で協力関係が構築され

ており、人的交流は活発に行われている。 

薬学研究科は、以上のように恵まれた環境のもとに開設されるため、研究テ

ーマによって求められる医療関連施設との連携体制は容易に構築が可能となっ

ている。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

 薬科学専攻では、4 年制薬学部をはじめとした理系学部出身者を広く受入れ、

薬科学に関わる教育者、研究者、および技術者を育成すると共に、既に社会で
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活躍している薬剤師の学問的資質向上を目指している。そのためには、深く専

門の知識と技術を修めると同時に、薬科学全般の背景知識と基本技術とを習得

させなければならない。これらを実現するために、科目区分として講義、実習

及び演習を設ける。また、より緻密な教育・研究指導を行うため、入学者には

各 1 名の研究指導教員を定める。 

 講義科目では、全教員それぞれの専門に基づく 23 科目を用意し、構造・創薬

を扱う A 領域、細胞・薬理の B 領域及び臨床・薬物の C 領域の 3 領域と共通科

目に分類した（資料 10）。創薬科学の知識を偏り無く様々な角度から学習させ

る。 

 実習科目は、研究指導教員が実施する研究指導科目で必修の「薬科学特別研

究」と、複数教員が担当する選択科目の「薬科学特別実験 1～4」とする。指導

教員の専門に沿った研究を主体とする「薬科学特別研究」を、後述の「薬科学

特別演習」と併せ、研究者としての礎を築くための核として位置づける。これ

ら特別研究と特別演習を通して、最終的に修士論文を作成できるよう研究指導

教員が中心となって指導する。一方、「薬科学特別実験」は将来の活躍の幅を広

げるため（資料 11）、研究指導教員以外の複数の教員が担当するいずれかを履修

し、より多くの実験技術を習得させる。 

 演習科目は、研究指導教員が実施する「薬科学特別演習」と、複数教員が担

当する「科学英語演習」の 2 科目とし、いずれも 1～2 年次通年の必修科目とす

る。「薬科学特別演習」は、「薬科学特別研究」に付随し、データ解析、プレゼ

ンテーション、データベース検索、論文作成、および討論の技術等を習得する

場とする。また「科学英語演習」では、国際誌に発表されている英語学術論文

を読みこなす能力を育成し、国際的な視野に立てる薬学研究者の素養を伸ばし

ていく。特に国際的な視野に関しては、共通科目の講義科目である「国際研究

活動基礎特論」とあわせ、国際的な医療研究への貢献を進めるにあたってのビ

ジョンを構築できる能力の習得を目標とする。 

 

 

オ．教員組織の編成の考え方及び特色 

 薬学研究科各専攻を担当する教員は本学薬学部の専任教員をもって充て、一

部の授業科目においては医学部・歯学部の教員を兼担講師として協力を得る。

各分野にはいずれも博士の学位を有し、当該分野において十分な研究業績と教
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育・研究指導能力を有する薬剤師あるいは医師免許を持つ教員を配置している。 

 専任教員数は、医療薬学専攻においては 26 名（うち教授 10 名）、薬科学専攻

においては 28 名（うち教授 12 名）であり、「専任教員の年齢構成・学位保有状

況（様式第 3 号・別添 1）」のとおり偏りのない年齢構成となっている。 

 

 

カ．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

１．カリキュラム 

 授業期間は、4 月 1 日から 9 月 30 日までの前期と 10 月 1 日から翌年 3 月

31 日までの後期に区分する 2 学期制とし、学生に対しては授業・研究指導の

方法・内容、一年間の授業・研究指導の計画をシラバスによって提示する。 

講義科目はコースと分野ごとに分類され、講義科目のうち特論は 4 年間の

内の前期と後期に隔年で開講する。講義科目のうち各セミナーは 1～4 年通年

で開講する。実習科目は各特別研究とし、研究指導を兼ねて 1～4 年通年で開

講する（資料 8）。 

 授業科目についてはコース別に特論科目を 1 科目 1 単位として４単位を選

択必修する。各セミナーについては 1 科目８単位として、1 科目を選択必修

する。特別研究については 1科目 16 単位として、1科目を選択必修する。こ

れら以外の特論科目については医療薬学コースと生命薬学コース及び共通科

目からも選択できるようにする（資料 9）。 

 なお、隔年開講の授業科目を設定しているのは、入学定員に比して授業科

目数が多いためである。隔年開講の授業科目については順序を考慮すること

なく履修できるよう配慮しているため、４年間の修業年限内であれば前後関

係を問わず履修することができる。また、博士レベルの高度な授業内容を十

分実現するため、整合性に十分配慮した上で複数教員共同の科目を設定して

いる。複数教員には医学部・歯学部からの兼担講師が多く含まれており、医

歯薬横断的な授業が実施できる。特に広範な内容を扱う場合、多角的な視点

からの教授は効果的である。 

 また、入学試験の段階で学生個々の希望と将来目指すところを聞いてオー

ダーメイド的にカリキュラム指導を行い、入学後も教員が学生の学習状況を

個別に把握していく。各学生には、研究することの意義・喜びを伝えながら
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独創性の涵養に努め、実験・研究の組み立てと論理的な展開、さらに公表の

方法を指導していく。 

 

２．評価 

 特論科目については試験・レポート等適切な方法により、知識・技能の修

得度及び出席状況等を総合的に評価する。 

 各セミナーについてはレポート・成果発表等適切な方法により、知識・技

能・態度及び出席状況について評価する。 

研究指導を兼ねる実習科目の医療薬学特別研究・生命薬学特別研究の各科

目については、レポート・成果発表等適切な方法により、研究の展開と独創

性、知識・技能・態度及び出席状況について評価する。 

以上の評価において一定レベルに達した学生に対して所定の単位を付与す

る。 

 

３．修了要件 

 課程の修了要件は、所定の授業科目の単位を合計 30 単位以上取得し、博士

論文を提出してその審査および最終試験に合格することである。 

博士論文は研究の新規性、論理性、独創性、国際貢献度等について審査を

行う。最終試験は、学位論文を中心として、これと関連ある分野の学識と研

究指導能力について、口答又は筆答により行う。 

審査および最終試験は、薬学研究科委員会より選出された主査１名、副査

２名以上により行い、学位論文審査及び最終試験を終了した時点で、論文審

査の要旨及び審査上の意見並びに最終試験の成績を、文書をもって薬学研究

科委員会に報告する。薬学研究科委員会は、報告に基づき課程修了の可否並

びに論文審査の合否について議決する。以上により、学修の成果・学位論文

に係る評価、修了の認定に関する客観性・厳格性・透明性を担保する。  

  

 ◎医療薬学専攻における、学位授与に至るスケジュール 

研究指導体制の決定（入学時） 

研究指導体制を決定する際には、以下が満たされていることを確認する。 

1.研究の目的・意義・方法が具体的かつ明確であること。 

2.内外の研究動向を十分踏まえた内容であること。  
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3.当該研究分野もしくは関連研究分野の発展にどのような寄与が期待でき

るかが明確であること。 

4.博士の学位に値する課題であること。 

5.履修計画は上記を実現できるものであること。 

↓ 

初期審査（2 年次後期） 

初期審査を行い、以下の点を中心に確認・評価・助言を行う。 

1.中間審査に至るまでの目標の明確性。 

2.履修計画の点検。 

↓ 

中間審査（3 年次後期） 

中間審査を行い、以下の点を中心に確認・評価・助言を行う。 

1.研究の明確さ・妥当性は十分か。 

2.学位申請に至るまでの目標の到達度は十分か。 

↓ 

学位申請（4 年次後期） 

受理要件：所定の授業単位を合計 30 単位以上取得あるいは取得見込みである

こと。 

学位申請の際には、業績目録等により、申請にふさわしい業績、国際的視野

に関する能力等を有していることを確認する。 

↓ 

学位論文審査・最終試験（4 年次後期。年 2 回定期実施） 

学位審査の明確性・透明性を確保するため、以下の４点を担保する。 

1. 論文審査は公開とすること（公開ディスカッション方式）。 

2. 論文審査委員名を公表すること（主査 1 名、副査 2 名以上）。研究指導

教員は担当する学生の論文審査委員となることはできない。 

3. 学位論文の要旨及び論文審査結果の要旨については、本学ホームページ

上に公開すること。 

4. 研究遂行能力確認のため、試験（口答又は筆答）を実施すること。 

↓ 

薬学研究科委員会 

・課程修了の可否並びに論文審査の合否について審議し、議決する。 
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↓ 

大学院委員会 

・学位授与の認証について審議し、議決する。 

 

学位論文については、論文要旨及び論文審査結果の要旨は薬学部教育研究

年報に掲載するとともに、本学ホームページ上に公開する。また、博士の学

位を授与された者は、学位授与された日から１年以内に、その学位論文を書

籍又は学術雑誌等により公表することを求められる（学位を授与される前に

既に印刷公表した場合を除く）。 

研究に係る倫理審査については、ヒトを対象とした薬学的研究及び臨床応

用に関し、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配

慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究な

ど法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、学内の倫理

委員会で審査・承認された後、研究を開始するものとする。なお、審査につ

いては申請により任意の時期に行う。 

 

 

医療薬学専攻（4年制博士課程）　修了までのスケジュール

２年次 ３年次

特論科目 特論科目 特論科目 特論科目

博士論文提出
審査

最終試験

４年次１年次

セミナー
（研究テーマへの理解を深める）

特別研究
（研究指導・博士論文指導）

コース・分野
研究テーマ
を決定
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◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

１．カリキュラム 

 授業期間は、4 月 1 日から 9 月 30 日までの前期と 10 月 1 日から翌年 3 月

31 日までの後期に区分する 2 学期制とし、学生に対しては授業・研究指導の

方法・内容、一年間の授業・研究指導の計画をシラバスによって提示する。 

講義科目は 2 年間の内の前期と後期に隔年開講する。「薬科学特別実験 1～

4」は 1 年次後期または 2 年次前期に隔年開講する。「薬科学特別研究」と演

習科目は 1～2 年次の通年で行う。（資料 10、資料 11） 

 講義では 1 単位の科目を 23 科目配置し、 A 領域（構造・創薬）、B 領域（細

胞・薬理）、C 領域（臨床・薬物）の 3 領域それぞれから 1 科目 1 単位以上と、

共通科目を合わせて合計 6 科目 6 単位以上の取得を必要とする。また、十分

な学習時間と研究時間を確保するため、1 学期に選択できる科目数の上限を 3

とする。実習科目では必修科目で研究指導を兼ねる「薬科学特別研究」で 1

科目 14 単位、「薬科学特別実験 1～4」のうち 1 科目 2 単位以上の取得を必要

とする。演習科目は必修 2 科目 8 単位の取得を必要とする。 

 なお、隔年開講の授業科目を設定しているのは、入学定員に比して授業科

目数が多いためである。隔年開講の授業科目については順序を考慮すること

なく履修できるよう配慮しているため、前後関係を問わず履修することがで

きる。標準修業年限が 2 年間であることから、履修しながらも単位を取得で

きなかった科目については、課外での継続した個別指導により十分な知識を

習得させ、次年度に履修すべき科目を指導していく。 

また、専門性の高い授業内容を分かりやすく教授するため、整合性に十分

配慮した上で複数教員共同の科目を設定している。特に広範な内容を扱う場

合、多角的な視点からの教授は効果的である。 

 また、入学試験の段階で学生個々の希望と将来目指すところを聞いてオー

ダーメイド的にカリキュラム指導を行い、入学後も教員が学生の学習状況を

個別に把握していく。各学生には、研究することの意義・喜びを伝えながら

独創性の涵養に努め、実験・研究の組み立てと論理的な展開、さらに公表の

方法を指導していく。 

 

２．評価 

 講義科目については試験・レポート等適切な方法により、理解度及び知識



21 

 

の習得度及び出席状況等を総合的に評価する。 

実習科目については、レポート・成果発表等適切な方法により、知識、技

能、態度および出席状況等を総合的に評価する。研究指導を兼ねる薬科学特

別研究においては、レポート・成果発表等適切な方法により、研究の展開と

独創性を総合的に評価する。 

演習科目については、レポート・成果発表等適切な方法により、それぞれ

の科目で要求される技術レベルに対する到達度を評価する。 

以上の評価において、一定レベルに到達した学生に対して所定の単位を付

与する。 

 

３．修了要件 

 課程の修了要件は、所定の授業科目の単位を合計 30 単位以上取得し、修士

論文を提出してその審査および最終試験に合格することである。 

修士論文は研究の新規性、論理性等について審査を行う。最終試験は、学

位論文を中心として、これと関連ある分野の学識について、口答又は筆答に

より行う。 

審査および最終試験は、薬学研究科委員会より選出された主査１名、副査

２名以上により行い、学位論文審査及び最終試験を終了した時点で、論文審

査の要旨及び審査上の意見並びに最終試験の成績を、文書をもって薬学研究

科委員会に報告する。薬学研究科委員会は、報告に基づき課程修了の可否並

びに論文審査の合否について議決する。以上により、学修の成果・学位論文

に係る評価、修了の認定に関する客観性・厳格性・透明性を担保する。  

 

 ◎薬科学専攻における、学位授与に至るスケジュール 

研究指導体制の決定（入学時） 

研究指導体制を決定する際には、以下が満たされていることを確認する。 

1.研究の目的・意義・方法が具体的かつ明確であること。 

2.内外の研究動向を十分踏まえた内容であること。  

3.当該研究分野もしくは関連研究分野の発展にどのような寄与が期待でき

るかが明確であること。 

4.修士の学位に値する課題であること。 

5.履修計画は上記を実現できるものであること。 
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 ↓ 

中間審査（2 年次前期） 

中間審査を行い、以下の点を中心に確認・評価・助言を行う。 

1.研究の明確さ・妥当性は十分か。 

2.学位申請に至るまでの目標の到達度は十分か。 

 ↓ 

学位申請（2 年次後期） 

受理要件：所定の授業単位を合計 30 単位以上取得あるいは取得見込みである

こと。 

学位申請の際には、業績目録等により、申請にふさわしい業績、国際的視野

に関する能力等を有していることを確認する。 

 ↓ 

学位論文審査・最終試験（2 年次後期。年 1 回定期実施） 

学位審査の明確性・透明性を確保するため、以下の４点を担保する。 

1. 論文審査は公開とすること（公開ディスカッション方式）。 

2. 論文審査委員名を公表すること（主査 1 名、副査 2 名以上）。研究指導

教員は担当する学生の論文審査委員となることはできない。 

3. 学位論文の要旨及び論文審査結果の要旨については、本学ホームページ

上に公開すること。 

4. 研究遂行能力確認のため、試験（口頭又は筆答）を実施すること。 

 ↓ 

薬学研究科委員会 

・課程修了の可否並びに論文審査の合否について審議し、議決する。 

 ↓ 

大学院委員会 

・学位授与の認証について審議し、議決する。 

 

また、学位論文の要旨及び論文審査結果の要旨は薬学部教育研究年報に掲

載するとともに、本学ホームページ上に公開する。 

研究に係る倫理審査については、ヒトを対象とした薬学的研究及び臨床応

用に関し、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配

慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究な
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ど法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、学内の倫理

委員会で審査・承認された後、研究を開始するものとする。なお、審査につ

いては申請により任意の時期に行う。 

 

４．薬学部以外の出身学生への教育上の配慮 

入学前に指導を希望する教員との面接を行い、補っておくべき薬学の基礎

知識に関する教材を提供して学習法の助言を行う。入学後は、研究指導教員

が適切に個別指導を行い、確実な理解を促す。また、学生の理解度と知識の

不足している領域については、学生の関心と適性を見極めつつ、必要に応じ

て学部の講義を聴講できるよう配慮する。 

 

薬科学専攻（2年制修士課程）　修了までのスケジュール

修士論文提出
審査

最終試験

科学英語演習・薬科学特別演習
（英語能力・各種技術の習得）

特別研究
（研究指導・修士論文指導）

研究テーマ
を決定

１年次 ２年次

講義・実習科目 講義・実習科目

 

 

 

キ．施設・設備等の整備計画 

（a）校地の整備計画 

 薬学研究科は、医療薬学専攻・薬科学専攻いずれも薬学部が置かれている

矢巾キャンパス（岩手県紫波郡矢巾町西徳田 2-1-1）に設置する。県都盛岡市

から南に 11km の矢巾町は、盛岡市のベッドタウンとして開発が進んでいる。 

 矢巾キャンパスは盛岡市中心部から車で約 30 分、JR 利用の場合は盛岡駅

から 15 分の矢幅駅で下車後、徒歩約 15 分と交通アクセスに恵まれている。
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将来的な総合移転及び拡充事業を視野に入れ、約 368,000 ㎡の広大なキャン

パス用地を取得済である。 

 

（b）校舎等施設の整備計画 

総合移転整備計画の第一次事業として平成 19 年 4 月までに、同敷地内に動

線の要となるキャンパスモール（地上 4 階建、延べ床面積 6,800 ㎡）を中心

に東講義実習棟（地上 4 階建、延べ床面積 9,200 ㎡）、東研究棟（地上 4 階建、

延べ床面積 12,400 ㎡）、図書館・食堂棟（地上 2 階建、延べ床面積 3,200 ㎡）

を枝状に配置、周囲に体育館棟（地上 3 階建、延べ床面積 3,800 ㎡）、238 名

収容の学生寮（地上 5 階建、延べ床面積 8,300 ㎡）、運動場、薬用植物園を整

備している。 

また第二次事業として平成 23 年 4 月までに、管理棟・エントランスホール

（地上 4 階建、延べ床面積 8,900 ㎡）、西講義実習棟（地上 4 階建、延べ床面

積 11,300 ㎡）、西研究棟（地上 4 階建、延べ床面積 15,300 ㎡）、動物研究セ

ンター（地上 3 階建、延べ床面積 1,700 ㎡）、画像解析装置としてはわが国で

2 台目の超高磁場 7 テスラ MRI 研究施設（地上 2 階建、延べ床面積 800 ㎡）、

学友会館（地上 4 階建、延べ床面積 2,200 ㎡）を整備している。北西方向の

岩手山、北東の姫神山など東西の眺望を活かしながら、敷地内にキャンパス

グリーン、水辺や散策路を整備し、学習や研究の緊張をほぐす空間を設けて

いる。 

 キャンパスモールは 4 層吹き抜けとし、賑わいとコミュニケーションのス

ペースとして位置付けている。学生がリフレッシュできるよう、眺望の開け

たキャンパスモールの随所にはラウンジが設けられている。 

また、内丸キャンパスの本学附属病院を矢巾キャンパスに移転させる計画

も進んでおり、地上 13 階建て、延べ床面積 91,000 ㎡の新附属病院を平成 29

年度 3 月末の竣工を目処に準備を進めている。 

 

薬学研究科が主に利用する東講義実習棟には 200 人講義室を 4 室（全室液

晶プロジェクター及び 170 インチの電動スクリーンを設置。併せて LAN 対

応の配線敷設）、100 人講義室を 5 室（全室液晶プロジェクター及び 120 イン

チ電動スクリーンを設置。2 室は有線・無線 LAN 対応）、130 人収容のマル

チメディア教室を 1 室（液晶プロジェクター、120 インチの電動スクリーン
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及びノート PC 201 台を設置）を用意している。実習室についても 100 人収

容の実習室を 8 室備えている（うち 6 室は連結して 200 人収容可）。西講義

実習棟にも80～150人を収容できる講義室8室と実習室10室を備えており、

授業が込み合う場合には使用可能である。 

また東研究棟には 500 人分（10 名×50 室）、本部棟には 240 人分（10 名

×24 室）の SGL（Small Group Learning）教室を配置している。全室 LAN

に対応しており、グループ学習など学生主体の学習効果を図っている。 

 

薬学研究科を受け持つ講座の研究室は、一部を除き東研究棟に集まってお

り、関連する分野を集中させた上で共有研究スペースを設けている。施設面

においても既存の医学部、歯学部、医学研究科、歯学研究科との密接な連携

を進め、医療系総合大学としてよりダイナミックな教育・研究環境を形成す

る準備が整っている。 

各講座には専用の教育・研究スペース（1 講座当り約 200 ㎡）を設けると

ともに、共同研究の為に東研究棟 3 階・4 階それぞれに約 400 ㎡の共有研究

スペースを設置している。教授には専用の室を準備、准教授、講師及び助教・

助手については各研究室内にスタッフルームを設けている。更に各研究室は、

大学院生のための研究および居室空間を十分考慮し設計している。研究室の

間取りは各々異なるため、下記に例として臨床医化学講座の研究室見取り図

を示す。 

臨床医化学講座　研究室の見取り図

机
○ 机 机 ○

○

○ ○

○ ○

スクリーン→

○ ○
○ ○

○ ○

机 机

キャビネット

作業机作業机 棚棚

顕微鏡

蒸留装置 インキュベーター

液晶
プロジェク
ター
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（ｃ）図書等の資料及び図書館の整備計画 

矢巾キャンパス図書館分館はキャンパス中央に位置し、専門図書館のアカ

デミックで重厚なイメージを和らげるべく、採光にも配慮したくつろげる空

間として整備されている。85,700 冊分の開架書庫に加え、120 誌分の新着雑

誌架とそのブラウジングコーナー、視聴覚・マルチメディア資料と機器 6 台

を備えた AV コーナーが設置されている。また、蔵書検索、データベースに

よる文献検索用の情報端末を 4 台備えた検索コーナーの他、見晴らしの良い

窓際を中心に 175 席の閲覧席を設置、情報コンセントを配備し、LAN による

主体的学習や教育研究を支援している。 

 現在に至るまで薬学部にて購入した図書は 8,884 冊、学術雑誌は 3,885 誌

（電子ジャーナル 2,840 誌を含む）、視聴覚資料は 231 点に及び、今後も経常

経費において蔵書の整備を継続的に図っていく。購入資料の選定にあたって

は、薬学部新設時に矢巾キャンパスに移設した図書・雑誌・視聴覚資料 80,000

冊を考慮し、薬学教育・研究の特色やカリキュラムを踏まえた上で特定分野

への偏りがないよう努めている。また、最新の情報を提供するため改版・新

版への対応は速やかに行っている。 

加えて平成 23 年度の医学部・歯学部学部移転に伴い、学生及び基礎講座の

教職員のために図書 1,200 冊・雑誌 147 タイトルが内丸キャンパスの図書館

本館から移設され、今後も継続して整備の予定である。もちろん、薬学研究

科では薬学部にて購入した図書・学術雑誌を含め、本学の所蔵する図書約

278,000 冊、学術雑誌約 8,000 誌（電子ジャーナル 3,700 誌を含む）のすべ

てが利用可能である。 

薬学研究科の設置にあたっては、開設前年度に図書・電子ジャーナルを購

入し（資料 12）、完成年度まで計画的に整備を続けていく。 

また、リモートアクセスによって学外からの利用も可能としており、学習

形態の変化を考慮し、電子ブックやマルチメディア資料も積極的に収集し利

用に供している。 

 

教育研究用資料については分野的にバランスのとれた蔵書構築を目指し、

研究者のニーズを反映した専門資料の体系的収集とともに、学際領域や研究

者の少ない分野の入門書、基本資料の収集に努めている。薬学図書館として

学術雑誌の整備に重点をおき、コアジャーナルのバックナンバーも購入して



27 

 

いく。国内雑誌は、「実験医学」、「からだの科学」等学生の自然科学への興味

を深めるためのブラウジング用として冊子体を確保するが、外国雑誌は既設

の学部・研究科との共通分野が多いため、可能な限り電子媒体で導入すると

共に本館蔵書の電子化を進め、全学的な利用を図る。情報の速報性が重要と

なるため、薬学関連データベース「SciFinder Web」を導入するとともにリ

ンクリゾルバ「SFX」を導入し、文献検索データベース、電子ジャーナル、

電子ブック、OPAC 等のリンク情報を集中的に管理し、最適な資料へのナビ

ゲートを可能にしている。 

 さらに、Web 上の大量な学術資源の中から必要な情報を効率的に検索でき

るよう、ホームページのコンテンツ充実を図っている。各種ガイダンス、情

報リテラシー教育を実施し、学習・研究活動を支援している。カウンターに

は司書を配置し、利用案内から参考調査まで幅広い図書館機能の循環を図っ

ている。職員は資料の受入、運用業務に留まらず、電子ジャーナルや薬学専

門データベース・資料等の蔵書を十分に提供できるよう、館内での講習はも

とより学外での各種講習会への積極的な参加等によりスキルアップに努めて

いる。 

加えて、国立情報学研究所の目録所在情報サービス(NACSIS-CAT/ILL)に

参加することにより、専門にこだわらず全国の大学や研究機関との相互利用

促進を図っている。東北地区大学図書館協議会、いわて高等教育コンソーシ

アムでの相互利用の実施のほか、日本医学図書館協会加盟館として相互貸借

をはじめとする相互協力活動を進めると共に、研修・情報交換を行っている。 

 

 

ク．既設の学部（修士課程）との関係 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

 医療薬学専攻の基礎となる本学薬学部は、医療薬学と創薬を中心とした、

先端的研究と教育を展開し、豊かな人間性を備え、広い視野から問題発見と

解決する能力を持ち、実践を重視した専門的知識と技能・態度を修得した人

材を養成してきた。 

医療薬学専攻は学部教育と継続性をもつが、研究領域は分野ごとにオーバ

ーラップさせて、体系的な教育を可能としている。学部教育で修得した専門

知識・技能は、医療薬学専攻における教育研究の基盤となるものであり、学
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部教育で培ったコミュニケーション能力・問題解決能力は、多岐にわたる領

域の知識を組み合わせ、発展させることに効果を発揮するだろう。 

医療薬学専攻（4年制博士課程）　領域関係図

分子病態解析学

分子薬効解析学 創薬基盤薬学

薬物療法解析学 生命機能薬学

6年制薬学部 医療薬学系 物理・化学・衛生系 生物・薬理系

医療薬学コース 生命薬学コース

薬学研究科
医療薬学専攻

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

 本学の医学研究科には医科学専攻（2 年制修士課程）がある。医科学専攻は

生命科学研究者と高度医療技術者を育成するものであるが、薬科学専攻（2 年

制修士課程）は薬学に特化したものであるため、その設置意義は十分にある。 

  現在、医科学専攻（2 年制修士課程）の主科目として多く選択されているの

は、医用計測学、医用遺伝子工学、がん薬物療法学、消化器・代謝・血液病

学、循環器・呼吸器病学、神経・運動・皮膚・感覚器学、臨床精神科学など

臨床医学を広くカバーするものであり、薬学の専門性という点では不足して

いる。 

  平成 23 年度現在、医科学専攻（2 年制修士課程）の在学生 10 名中 3 名が

薬剤師であるが、将来的に薬学を専門としたい入学者は薬科学専攻（2 年制修

士課程）を選ぶことになる。 

薬科学専攻と医科学専攻の違い 

 

 

 

 

薬科学専攻 

薬学の専門に特化 

医科学専攻 

臨床医学を広くカバー 
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 また、薬科学専攻は 6 年制薬学部と継続性を持つものではないが、研究領

域の関係は以下となる。6 年制薬学部の教育を受け持っている専任教員の能力

を最大限に活用し、バランスのとれた研究領域となっている。 

薬科学専攻（2年制修士課程）　領域関係図

6年制薬学部

薬学研究科
薬科学専攻

構造・創薬

細胞・薬理

臨床・薬物

医療薬学系 物理・化学・衛生系 生物・薬理系

 

 

 

ケ．入学者選抜の概要 

◎医療薬学専攻（4年制博士課程） 

 入学者選抜は「岩手医科大学大学院学則」に基づく。主な入学対象者は、6

年制薬学部の卒業者、理系大学院修了者である。 

また、本学の大学院学則において「個別の入学資格審査により、大学を卒

業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達した者」を博士課

程の入学資格者として定めている。医療薬学専攻における「同等以上の学力」

の目安は「薬学分野に関する学術論文（査読制度の確立した学術誌に掲載若

しくは受理された原著論文とし、筆頭著者のもの）を 1 編以上有する者」で

ある。 

 

受験生には学力試験と面接を課し、卒業大学における成績を加味し総合的

に審査して選抜を行う。学力試験については、｢英語｣の筆記試験に加え、志

願者自身が希望するコースの分野に応じた薬学専門科目を中心に医療薬学専

攻を修めるに適切な知識を問う。 
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分子病態解析学分野、薬物療法解析学分野を希望する志願者には「医療薬

学」、分子薬効解析学分野を希望する志願者には「薬理学」、創剤基盤薬学

分野を希望する志願者には「有機化学」、生命機能科学分野を希望する志願

者には「生化学」の内容を中心に筆記試験を行う。 

面接においては特に学生が過去に履修した科目の内容、受験理由（研究し

たいテーマ）を担当教員が把握し、入学後ただちにカリキュラム指導が出来

るようにする。 

社会人の入学希望者については社会人特別選抜を行うこととし、受験生に

対し学力試験と面接を課す。面接においては一般の内容に加え就業時間等を

確認する。さらに卒業大学の成績、入学について所属する団体（職場）の管

理者の意見を求め、課程修了の可能性を見極める。 

 

◎薬科学専攻（2年制修士課程） 

 入学者選抜は「岩手医科大学大学院学則」に基づく。主な入学対象者は、

理系学部の卒業者、社会で活躍している薬剤師である。 

また、本学の大学院学則において「個別の入学資格審査により、大学を卒

業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22 歳に達した者」を修士課

程の入学資格者として定めている。薬科学専攻における「同等以上の学力」

の目安は「薬学分野に関する学術論文（学術誌に掲載若しくは受理された原

著論文）を 1 編以上有する者」である。 

 

受験生には学力試験と面接を課し、卒業大学における成績を加味し総合的

に審査して選抜を行う。学力試験については、薬科学専攻を修めるに適切な

知識を問うものとし、「英語」および「薬学専門基礎」の筆記試験を行う。4

年制薬学部卒業者以外の出願も考えられることから、「薬学専門基礎」につい

ては内容に偏ることなく、生物学、化学を中心とした基礎的な薬学分野の知

識と理系領域に関する知識を網羅的に扱う。面接においては特に学生が過去

に履修した科目の内容、受験理由（研究したいテーマ）を担当教員が把握し、

入学後ただちにカリキュラム指導が出来るようにする。 

社会人の入学希望者については社会人特別選抜を行うこととし、受験生に

対し学力試験と面接を課す。面接においては一般の内容に加え就業時間等を

確認する。さらに卒業大学の成績、入学について所属する団体（職場）の管
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理者の意見を求め、課程修了の可能性を見極める。 

 

 

コ．大学院設置基準第 14条による教育方法を実施する場合 

近年、大学院において社会人教育の要望が高まっており、薬学の最新知識・

技術を学び、高度な薬学研究能力を身につけることを希望している社会人は

多い。本学では既設の大学院医学研究科・歯学研究科においても社会人入学

者に対応しており、大学院学則第 15 条において「教育上特別の必要があると

認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる」と規定されてい

る。 

資料 3、資料 4 にて示したように、本学薬学部第 5 学年の有効回答 115 名

中 7 名が働きながらの進学を考えており（資料 3・問 2）、既に現場で活躍し

ている薬剤師においても、本学薬学研究科に興味を持つ薬剤師 261 名中実に

184 名が働きながら学ぶことを希望しているため（資料 4・問 3）、薬学研究

科において社会人入学者を受け入れる体制を整える。 

  ここまで述べてきた内容に加え、以下に社会人の受入れについての追加事

項を述べる。 

（a） 修業年限 

 医療薬学専攻（4 年制博士課程）の修業年限は 4 年、薬科学専攻（2

年制修士課程）の修業年限は 2 年を標準とするが、本学大学院学則に基

づき、研究科委員会の議を経たうえで医療薬学専攻については 8年まで、

薬科学専攻については 4 年まで在学を認める。 

 また、本学では「岩手医科大学大学院の長期履修学生取扱い規則」を

定めており、就業・育児・介護などの理由により標準修業年限を超えた

一定の期間にわたる計画的な長期履修に対応している。 

（b） 授業の実施方法 

 社会人を積極的に受け入れるため、昼だけではなく夜間、土･日及び

社会人の多くが休暇等をまとめてとり易い夏季休暇期間等に授業を設

定し、単位を修得しやすいように配慮する。また本特例を受ける学生の

ために、夜間でも研究室の使用を可能とする。 

（c） 教員の負担の程度 
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 薬学研究科の設置により薬学部教員の授業担当時間は若干増加する

が、過度の負担増にならないよう隔年開講の科目を設定している。 

（d） 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な

職員の配置 

 図書館は平日午後 10 時まで開館しており、利用に不便はないと考え

られるが、今後社会人入学者の増加が予想されることから図書館の利用

時間の延長について検討する。厚生施設としては矢巾キャンパスに健康

管理センターと多目的保育室を整備しており、心身の健康の保持増進や

乳幼児を持つ学生に対して配慮している。 

また、学生と教職員との連絡手段を確保するため、電子メール等を活

用していく。 

（e） 大学院を専ら担当する専任教員を配置するなど教員組織の整備状況 

 薬学研究科を担当する専任教員は、医療薬学専攻・薬科学専攻とも、

すべて本学薬学部教員によって行う。既に十分な人員が確保されている

ため、特段の増員等は実施しない。 

 

 

サ．管理運営 

  岩手医科大学大学院学則により大学院委員会を置き、次の事項を審議する。 

 （a）大学院の組織運営に関する事項 

 （b）学位授与の認証に関する事項 

 （c）その他大学院に関する重要事項 

  大学院委員会は、次の委員をもって組織する。 

（１）学長 

（２）副学長 

（３）各研究科長 

（４）医学研究科選出の委員 ６名 

（５）歯学研究科選出の委員 ４名 

（６）薬学研究科選出の委員 ４名 

 大学院委員会は学位授与の認証に伴って開催されるほか、必要に応じて開

催される。 

また、同じく大学院学則により薬学研究科に薬学研究科委員会を置き、次



33 

 

の事項を審議する。 

 （a）入学・退学・休学・転学・修業年限の延長及び賞罰に関する事項 

 （b）試験に関する事項 

 （c）学位論文審査に関する事項 

 （d）教育課程に関する事項 

 （e）その他研究科の学事に関する事項 

  薬学研究科委員会は、次の委員をもって組織する。 

（１）薬学研究科長 

（２）薬学部の教授であって、薬学研究科の授業及び研究指導を担当 

する者 

薬学研究科委員会は必要に応じて月 1 回程度開催される。 

 

 

シ．自己点検・評価 

（１）教育の自己点検・評価 

 毎年1回各授業科目（講義、演習、実習）について評価シートを用いて

学生による授業の評価と授業担当者による学生の評価を行い、相互に評価

が出来る様にする。評価項目は、授業計画、授業内容、授業技術、補助器

具の使用、講義資料、授業形態等とし、具体的な質問文に対して5段階評

価で答える形式とする。評価結果は集計の上まとめたものを授業担当者に

フィードバックする。また、薬学研究科委員会においても授業評価結果の

概略を報告する。 

（２）研究の自己点検・評価 

 大学全体として毎年1回「岩手医科大学研究業績集」を発行しており、

その中では講座等ごとの業績を集計整理して学内外に報告しているため、

薬学研究科も含めて発行し、これに合わせて自己点検・評価を行う。 

（３）研究科の運営評価 

 教育評価の範疇としては教育理念・目的、教育組織、教育設備などを評

価する必要があるが、将来的に設置を検討している薬学研究科あり方委員

会の諮問により運営評価を行うこととなる。 

（４）総合評価 

 総合評価として上記3項目に関して外部の有識者による第三者評価を受
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ける。実施時期については医歯薬学部並びに大学院医学研究科、歯学研究

科が評価を受ける時期にあわせて行う。 

 

 

ス．情報の公表 

 学校教育法第１１３条、および学校教育法施行規則第１７２条の２に基づい

て、以下の内容を本学ホームページ（HOME > 教育  > 情報公開）

（http://www.iwate-med.ac.jp/education/information/）により公表を行ってい

る。 

①大学の教育研究上の目的に関すること 

②教育研究上の基本組織に関すること 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

④入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等

の状況に関すること 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関するこ 

 と 

⑦校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

⑧授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

⑨大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

 

また、研究業績についてはこれまで学部等の業績を集計し、毎年 1 回「岩手

医科大学研究業績集」として発行してきた。教育活動についても「岩手医科大

学 教育等に関する自己点検・評価」を 3 年に 1 回発行している。 

 このほか本学ホームページでも独自の情報公開に努めており、各講座の紹介、

学生生活、入学試験等多くの情報を積極的に提供している。加えて薬学部では

独自に「教育・研究年報」を毎年発行しており、薬学研究科についても同様に

公表することとなる。 
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セ．教員の資質の維持向上の方策 

 本学医学研究科および歯学研究科では、教育技法の修得及び教育内容の改善

を目的として年 2 回教育ワークショップを開催している。 

薬学部においても学問の進歩・発展と社会の要請を的確に教員に把握させる

とともに、教務委員会の主導で個々の教員が教育手法を修得・改善するための

ワークショップ、シンポジウムを年数回開催し、全教員の出席を求めている。

また、私立薬科大学協会、文部科学省関連団体、学会等が主催する教育関連研

修会にも教員を積極的に参加させ、教育に関する資質の維持向上に努めている。 

薬学研究科においても教員が教育手法を修得・改善するためのワークショッ

プ、シンポジウムの開催と専任教員の受講の義務化、教育関連研修会への専任

教員の積極的参加により、教育に関する資質の維持向上に努める。 

さらに、研究指導に関する資質の向上を図るため、教員には国内外の関連学

会（日本薬学会、日本生化学会、日本神経学会、日本薬理学会、日本生理学会、

日本医療薬学会、日本化学療法学会、国際薬学連合年会、国際生化学分子生物

学学会、国際薬理・臨床薬理学会、国際糖尿病学会、ゴードン会議等）におい

て研究を発表するとともに、国際的に質の高い原著論文を出版することを義務

づけ、海外研修にも積極的に参加させる。同時に各論文の引用度/国際的貢献、

研究費取得状況等を定期的に評価する。教員にはインパクトの高い、被引用度

の高い論文を発表するよう指導するが、一方で研究者として論文発表の無い教

員には適切な指導を行っていく。 

こうした経験を教育に反映させ、探究心を持つ臨床薬剤師、研究者、教育者

等を養成することに活用する。また、医学研究科、歯学研究科との合同の場で

教員が研究成果を発表・議論する機会を積極的に設け、医歯薬の共同研究を推

進する。 

以上 
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